
緊急事態宣言(新潟県)

屋内体育施設
　※新潟市体育館のみ
　　　当初3/3～3/5の休止とした

屋内体育施設の内
　トレーニング室
　クライミングルーム

屋内体育施設の内
　プール・アイスアリーナ

屋外体育施設

屋外体育施設の内
　野球場・球技場
　フットサルコート・ホッケー場

３月 ４月 ５月 ６月

新型コロナウイルス感染症にかかる新潟市体育施設の利用休止期間について

3/4（水）

～3/15（日）

3/23（月）及び

3/31（火）まで

それぞれ延長

4/16（木）～5/14（木）

4/1（水）～4/20（月）

利用再開

5/10（日）まで延長

4/21（火）

～5/10（日）

5/11（月）～ 利用再開

5/20
（水）ま

で延長

5/21（木）～ 利用再開

5/31（日）まで延長

6/10（水）まで延長

6/1（月）～ 利用再開

6/11（木）～ 利用再

開

3/3（火）

～3/15（日） 5/10（日）まで延長

3/23（月）及び

3/31（火）まで

それぞれ延長

3/23（月）及び

3/31（火）まで

それぞれ延長

3/4（水）

～3/15（日）

3/4（水）

～3/15（日）

3/4（水）

～3/15（日）

3/23（月）及び

3/31（火）まで

それぞれ延長

3/23（月）及び

3/31（火）まで

それぞれ延長

5/10（日）まで延長

4/1（水）～4/20（月）

利用再開

4/21（火）

～5/10（日）

5/31（日）まで延長 6/1（月）～ 利用再開

資料１


